
広報はえばる　平成 30年 6月 1日　No.481 12

街区 画地 ㎡ 坪
① 第一種低層住居専用地域 住宅地区
② 第一種低層住居専用地域 住宅地区
③ 第一種低層住居専用地域 住宅地区

保留地
番号

保留地の表示 地積 販売予定価格
（入札最低価格） 用途地域 地区計画

保留地 ①
41街区3-1画地

保留地 ②
74街区11画地

保留地 ③
77-2街区12画地

南風原町では、津嘉山北土地区画整理事業地区内の一般競争入札による保留地の販売を行います。
○保留地の位置       
　沖縄県島尻郡南風原町　津嘉山北土地区画整理事業地区内（販売画地数・・・3 画地） 

＊入札が 1人の場合は販売保留とします。用途地域については、まちづくり振興課でご確認下さい。

【お問い合わせ】　〒901-1195  沖縄県島尻郡南風原町字兼城 686 番地
  　  南風原町役場　経済建設部　区画下水道課　☎889-2508

○入札に参加できない者
(1) 未成年者、成年被後見人又は被保佐人若しくは破産者で復権
を得てない者

(2) 宅地建物取引法（昭和 27 年法律第 176 号）の規定により、
不動産の販売、交換又は賃貸等を業とする者

(3) 同地区で過去 10年間に保留地を買い受けた者

○入札応募書類の配布、受付の期間及び場所（保留地に関する問い
合わせ先）
期間　平成 30年 5月 28日（月）～平成 30年 6月 29日（金）
　　　（土、日、祝祭日は除く）
時間　8:30～17:15

○入札の日時及び場所（競争入札参加決定通知書を確認して下さ
い。）
日時　平成 30年 7月 25日（水）　9:00～16:00
場所　南風原町役場　4階会議室

○入札保証金
(1) 入札参加決定通知を受けた者は、入札当日に会場受付にて入
札保証金 10万円を納付して頂きます。

(2) 入札保証金は、開札終了後落札者以外は、還付いたします。

○その他
(1) 入札参加申込みは、1世帯又は 1法人につき 1画地とします。
(2) 申込みに必要な資料、申込書は南風原町のホームページから
ダウンロードできます。

(3) その他不明な点があれば、ホームページをご参考下さい。
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　本町では、沖縄振興公共投資交付金の効果促進事業を活用し、排水設備工事（浄化槽から下水道への切
替工事）の工事費に対して一部助成金を交付する『南風原町公共下水道接続促進事業補助金制度』を実施し
ております。この制度を広く町民のみなさまにご活用いただき、きれいな海や川を守り、快適な生活環境向上
図るために、公共下水道へ早めの接続をよろしくお願いします。
※この制度は国の交付金を活用しているため、次年度以降の継続性について担保されているものではありません。

　公共下水道（汚水）の整備された区域内
で合併浄化槽、単独浄化槽又は汲み取り式
トイレを廃止して行う排水設備工事で「下
水道排水設備工事確認申請書」を平成 30
年4月1日以降に申請し、平成31年1月末
日までに完了する工事が対象になります。
※注　新築や農業集落排水事業区域（神里
　　　地区）は補助対象外です。  

補助対象工事

補助金額

補助対象者
①工事を行う建物の所有者又は居住者、若しくは土地の所有者 
②国、県又は町の他の同様な制度による補助又は扶助を受けていない者
③市町村税を滞納していないこと
上記の項目全てに該当している方が補助対象者となります。

申請受付
随時受付中
（※予算がなくなり次第、補助金交付申請受付を打ち切ります。）

申請書類
南風原町役場　区画下水道課（庁舎4階）窓口にて配布       
（町ホームページでもダウンロードできます。）  

詳しくは区画下水道課（☎889-2508）までお問い合わせください。 

南風原町公共下水道接続促進事業補助金交付制度について南風原町公共下水道接続促進事業補助金交付制度について

合併浄化槽を設置している建物

補助対象工事が5万円以上の場合は
5万円

補助対象工事が5万円未満の場合は
当該工事費の額

単独浄化槽又は汲み取り式トイレを
設置している建物

補助対象工事が10万円以上の場合は
10万円

補助対象工事が10万円未満の場合は
当該工事費の額

※当該工事費に 1 万円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。


